
Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

1
男女共同参画推進に関する総合的な情報提
供のための講座の実施

変更 男女共同参画支援センター
男女共同参画に関する、より基礎的な講座を実施するよう変更し
た。

2 男女共同参画情報誌の発行 継続 男女共同参画支援センター

3
男女共同参画情報を選択・判断する力を育
成するための講座等の実施

継続 男女共同参画支援センター

4 男女共同参画推進のための情報発信 変更
人権・男女共同参画推進課
男女共同参画支援センター

センターでの啓発に加え、市で啓発を行ったものも含むものとす
る。

5
男女共同参画推進のための出前講座等の実
施

継続 男女共同参画支援センター

6
市の男女共同参画週間に合わせた事業の実
施

変更 男女共同参画支援センター
「七夕フェスタ」の文言を削除。様々なかたちで事業が展開できる
よう変更した。

7
市民や登録団体等との協働による事業の実
施

変更 男女共同参画支援センター 市民との協働による事業も含むものとした。

8
男女共同参画に関する図書を活用した事業
の実施

変更 男女共同参画支援センター
所蔵図書の利活用の幅を広げるため、図書を活用したイベント等を
実施するよう変更。

9
ジェンダーの視点を踏まえた刊行物等作成
のための啓発

変更 人権・男女共同参画推進課
指標について、「刊行物のチェック」から庁内に限らず周知した回
数へ変更。

10 市民への男女共同参画苦情処理委員の周知 継続 人権・男女共同参画推進課

11 職員に対する男女共同参画の啓発 継続 人事課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

12
性の多様性に関する理解促進のための講座
等の実施

継続 男女共同参画支援センター

13
性の多様性に関する理解促進のための職員
研修の実施

継続 人権・男女共同参画推進課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

14 国際的な動向についての情報提供 継続 人権・男女共同参画推進課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

15
幼少期からのジェンダーバイアスを解消す
るための講座等の開催

変更 男女共同参画支援センター
目的の変更はなく、より広義の講座が開催できるよう事業名を変更
した。

16 保護者に向けた啓発資料の配付 継続 人権・男女共同参画推進課

17 教職員に向けた啓発資料の配付 継続 人権・男女共同参画推進課

18
若年層に向けた男女共同参画推進条例リー
フレットの配付

継続 人権・男女共同参画推進課

19
教職員への男女共同参画に関する研修会の
実施

継続 指導課

20 キャリア教育の推進 継続 指導課

　　施策の方向（３）　国際理解の促進

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会の実現に向けた意識づくり

　施策の方針１　男女共同参画社会形成のための意識啓発

　　施策の方向（１）　広報・啓発の充実

　　施策の方向（２）　性の多様性に関する理解の促進と支援

●前期実施計画から後期実施計画への主な変更点

　施策の方針２　男女共同参画の視点を踏まえた教育の推進

　　施策の方向（１）　学校等における男女共同参画の視点を踏まえた教育の推進

参考資料
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Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

21
審議会等における女性の登用推進のための
講座等の開催

継続 男女共同参画支援センター

22 審議会等への女性の登用推進 継続 人権・男女共同参画推進課

23
男女共同参画チャレンジリスト登録者への
情報提供

変更 人権・男女共同参画推進課 指標を年間の新規登録者数へ変更した。

24 女性職員の人材育成・登用促進 継続 人事課

25 女性消防吏員の活躍支援事業 継続 消防総務課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

26 女性のための就職支援セミナー 継続 経済振興課
手段においてセミナー内容を限定してしまっていたため、様々なセ
ミナーが開催できるよう変更した。

27 女性の就業支援事業 継続 経済振興課

28 女性創業者の育成支援 継続 経済振興課

29 女性の起業支援に関する講座等の開催 継続 男女共同参画支援センター

30 家族経営協定の推進 継続 農業振興課

31 女性の農業従事者支援 継続 農業振興課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

32
就労に関する法制度や職場におけるハラス
メントに関する講座等の開催

継続 男女共同参画支援センター

33
ワーク・ライフ・バランスやハラスメント
防止の普及・啓発

継続 人権・男女共同参画推進課

34 職員に対するハラスメント対策の充実 継続 安全衛生管理課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

35
事業者を対象とした男女共同参画に関する
講座等の実施

継続 男女共同参画支援センター

36 男性職員の育児休業取得のための啓発 継続 人事課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

37
男性にとっての男女共同参画推進のための
講座等の実施

継続 男女共同参画支援センター

38
育児・介護等と仕事の両立支援のための講
座等の実施

継続 男女共同参画支援センター

39
育児期の女性の就労継続を支援する講座等
の開催

継続 男女共同参画支援センター

40 障がい者介護支援 変更 障害福祉課 障がい者計画における取組みの方向と合わせた指標とした。

41 障がい児介護支援 継続 子ども福祉課

　　施策の方向（３）　ハラスメント対策の充実

　施策の方針４　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進

　　施策の方向（１）　職場におけるワーク・ライフ・バランスの推進

　　施策の方向（２）　家庭生活等におけるワーク・ライフ・バランスの推進

基本目標Ⅱ　男女が輝き活躍できるまちづくり

　施策の方針３　女性の活躍の推進

　　施策の方向（１）　女性の人材育成と審議会等への登用の推進

　　施策の方向（２）　女性の就業・起業のための支援
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Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

42 高齢者介護支援 継続 地域包括ケア課

43 父親サロンの開催 継続 子ども施策推進課

44 一時預かりの実施 継続 子ども施策推進課

45 保育所運営(市立） 継続 保育施設課

46 延長保育の実施 継続 保育入所課

47 病児等保育の実施 継続 子ども施策推進課

48 保育所（園）入所（園）事業(私立等） 継続 保育入所課

49 学童保育室運営 継続 青少年課

50 父親を対象とした子育て講座の開催 継続 児童館コスモス

51 父親を対象とした子育て講座の開催 継続 児童館ヒマワリ

52 両親学級の開催 継続 健康づくり推進課

53
男性の生活自立能力開発のための講座の開
催

継続 健康づくり推進課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

54 民生委員・児童委員等への意識啓発 継続 福祉総務課

55 ファミリーサポートセンター事業の充実 継続 子ども施策推進課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

56 防災活動における男女共同参画の啓発 継続 男女共同参画支援センター

57 防災活動における女性の参画促進 継続 危機管理室

58 防災備蓄品における女性への配慮 継続 危機管理室

59 防災活動における女性消防団員の参画 継続 警防課

　　施策の方向（２）　家庭生活等におけるワーク・ライフ・バランスの推進

基本目標Ⅲ　男女が安心して暮らせるまちづくり

　施策の方針５　地域社会における男女共同参画の推進

　　施策の方向（１）　男女共同参画の視点を踏まえた地域活動の推進

　　施策の方向（２）　男女共同参画の視点を踏まえた地域防災の推進
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Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

60
困難を抱える女性を支援するための講座等
の実施

継続 男女共同参画支援センター

61 外国人市民のための情報提供 継続 市民活動支援課

62 生活困窮者自立支援制度による支援 継続 生活福祉課 地域福祉計画と合わせた指標とした。

63 障がい者福祉制度による支援 継続 障害福祉課

64 介護（予防）サービス事業の実施 継続 介護保険課

65 介護保険に関する情報提供 継続 介護保険課

66 母子生活支援施設への入所 継続 こども家庭センター

67 母子家庭等の就労支援 継続 子ども福祉課

68 母子家庭等の生活支援 継続 子ども福祉課

69
パートナーシップ宣誓制度・ファミリー
シップ制度

新規 人権・男女共同参画推進課
前期計画策定後に導入されたため、後期計画のタイミングで実施計
画に明示するもの。

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

70
性と生殖に関する健康と権利についての講
座等の開催

継続 男女共同参画支援センター

71
生涯を通じた女性の健康に関する講座の開
催

継続 健康づくり推進課

72 女性特有の疾病の予防・啓発（乳がん） 継続 健康づくり推進課

73 女性特有の疾病の予防・啓発(子宮頸がん) 継続 健康づくり推進課

74
男性特有の疾病の予防・啓発（前立腺が
ん）

継続 健康づくり推進課

75 思春期保健講座の開催 継続 健康づくり推進課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

76 女性相談の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

77 男性相談の実施 新規 人権・男女共同参画推進課
令和６年度に男性のための相談窓口を開設したため、実施計画に明
示するもの。

78 女性のための法律相談の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

79 人権相談の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

80 精神保健福祉相談の実施 継続 こころの健康支援室

81 自殺予防普及啓発の実施 新規 こころの健康支援室
事業としては元々実施していたが、困難女性支援の観点から実施計
画に明示するものとした。

　　施策の方向（３）　誰もが安心して暮らせる環境の整備

　施策の方針６　生涯を通じた心身の健康づくり

　　施策の方向（１）　男女の性と人権尊重の理解の推進

　　施策の方向（２）　こころとからだの相談等の充実
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Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

82 デートＤＶ防止に関する講座等の実施 継続 男女共同参画支援センター

83 デートＤＶ防止の啓発 継続 人権・男女共同参画推進課

84
市民を対象としたＤＶ防止に関する講座の
実施

継続
人権・男女共同参画推進課
男女共同参画支援センター

85
広報紙及びホームページによるＤＶ防止の
啓発

継続 人権・男女共同参画推進課

86
ＤＶ・児童虐待発見のための保健医療従事
者に対する意識啓発

継続 庶務課

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

87 ＤＶ相談窓口の周知 継続 人権・男女共同参画推進課

88 ＤＶ相談の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

89 ＤＶに関する法律相談の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

90 女性の保護・支援 継続 こども家庭センター
ＤＶによる緊急一時保護のほか、ＤＶ以外の理由により一時保護し
た件数も含むものとする。

Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

91
ＤＶ・女性相談による関係機関等への同行
支援

継続 人権・男女共同参画推進課

92 犯罪被害者等への支援 新規 くらし安心課
犯罪被害者等支援条例が制定されたことから、実施計画にも明示す
るものとした。

93 住民基本台帳事務における支援措置 継続 市民課

基本目標Ⅳ　男女共同参画社会を阻む暴力の根絶

　施策の方針７　配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護・支援

　　施策の方向（１）　啓発活動の推進

　　施策の方向（２）　相談支援体制の充実と被害者の安全確保

　　施策の方向（３）　自立に向けた支援体制の充実
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Ｎｏ 後期事業名
変更
種別

所管課 備考

94 二次的被害防止のための職員研修の実施 継続 人権・男女共同参画推進課

95 相談員の資質向上のための研修等の参加 継続 人権・男女共同参画推進課

96 DV被害者支援のための情報連携 継続 人権・男女共同参画推進課

97 庁内の連携強化 継続 人権・男女共同参画推進課

98 関係機関との連携強化 継続 人権・男女共同参画推進課

99 県主催のＤＶ被害者支援研修の受講 継続 子ども福祉課

100
ＤＶ防止対策と児童虐待防止対策との連携
強化

継続 こども家庭センター

前期
Ｎｏ

後期事業名
変更
種別

所管課 備考

7 市民との協働による事業の実施 終了 男女共同参画支援センター 後期Ｎｏ.７に含むものとする

15 性的少数者への理解促進のための啓発 終了 人権・男女共同参画推進課 Ｎｏ.４に含むものとする

46 送迎保育の実施 終了 子ども施策推進課 事業終了のため

78 不妊治療費の助成 終了 感染症保健対策課 事業終了のため

82 女性の保護・支援 終了 こども家庭センター 後期Ｎｏ.９０に含むものとする

86
「女性に対する暴力をなくす運動」期間中
の集中的な啓発

終了 男女共同参画支援センター Ｎｏ.４に含むものとする

94 国民年金制度に関する情報提供 終了 国保年金課

94 生活保護制度による支援 終了 生活福祉課

94 高齢の被害者への支援 終了 地域包括ケア課

94 保育所入退所時の支援 終了 保育入所課

94 学童保育室入退所時の支援 終了 青少年課

94 予防接種・健診等における支援 終了 健康づくり推進課

94 国民健康保険等への加入相談 終了 国保年金課

94 就学における支援 終了 学務課

　　施策の方向（４）　関係機関との連携強化

ＤＶ被害者に対して関係各課で支援を行った件数を個別に事業立て
し、各課から年度ごとの件数を報告いただいていたが、それぞれ実
施計画に位置づけずとも当然実施していくものであるため、後期Ｎ
ｏ.８８「ＤＶ相談の実施」、後期Ｎｏ.９６「ＤＶ被害者支援のた
めの情報連携」に含むものとする。

■ 終了としたもの
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